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窒素酸化物及び粒子状物質低減装置性能評価実施要領（案）

１．評価の対象とする低減装置

使用過程にあるディーゼル車（短期規制以前のものに限る。）に装着する装置であ

って、窒素酸化物（以下、「ＮＯｘ」という。）及び粒子状物質（以下、「ＰＭ」と

いう。）を低減するもの（以下、「ＮＯｘ・ＰＭ低減装置」という。）とする。

２．試験方法

以下の試験について、ＮＯｘ・ＰＭ低減装置と自動車又は原動機との組合せ毎に行

う。ただし、酸化触媒方式によるものにあっては（２）の試験を除く。

（１）排出ガス性能試験

ディーゼル13モード試験（車両総重量２．５トン以下の自動車にあっては、10･15

モード試験）又は過渡走行モード試験によりＮＯｘ・ＰＭ低減装置の非装着状態

及び装着状態で測定

（２）黒煙試験

無負荷急加速試験

（３）再生性能試験（ＰＭの低減装置として連続再生式ＤＰＦを用いる場合に限る。）

連続再生式ＤＰＦ再生性能評価に係る運転モード試験

（４）耐久性能試験

３万㎞以上の実走行又はダイナモメータ上での走行

３．ＮＯｘ・ＰＭ低減装置の排出ガス低減性能等に係る基準

ＮＯｘ・ＰＭ低減装置と自動車又は原動機との組合せ毎に行った試験結果が以下の基

準に適合していること。ただし、酸化触媒方式によるものにあっては（２）の試験を除

く。

（１）排出ガス性能試験の基準

①ＮＯｘ及びＰＭ

・ 式（ア）により算出されるＮＯｘ排出量の低減率が30％以上であり、かつ、Ｐ

Ｍ排出量の低減率が30％以上であること

・ 式（イ）により算出されるＮＯｘ及びＰＭ排出量が自動車ＮＯｘ・ＰＭ法のＮ

Ｏｘ及びＰＭの排出基準に適合すること

×100(%)(ｱ)
低減装置非装着状態の排出量－低減装置装着状態の排出量

低減装置非装着状態の排出量

低減装置装着による低減率低減装置装着対象(ｲ) ×（１－ ）
1OO(%)自動車の諸元値



②一酸化炭素（ＣＯ）及び炭化水素（ＨＣ）

当該低減装置を装着した場合において、装着前の排出量より悪化しないこと。た

だし、測定誤差は１０％とする。

（２）黒煙試験の基準

黒煙濃度が２５％以下であること。

（３）再生性能試験の基準（ＰＭの低減装置として連続再生式ＤＰＦを用いる場合に限

る。）

背圧変化率が－0.01kPa/km以下であること。

（４）耐久性能試験の基準

①耐久性能試験終了後において、（１）及び（２）の基準に適合していること。

②耐久性能試験により当該低減装置に溶損、破損等が生じないこと。

（５）安全性能等の要件

当該低減装置の装着が車両及び他の装置の安全性を損なわないこと。

※ （１）～（４）に規定する試験の結果については、公的な試験機関が測定したものに限る。

４．評価方法

国土交通大臣は、ＮＯｘ・ＰＭ低減装置の排出ガス低減性能等に係る基準への適合

性、品質管理の実施要領の妥当性、装置の点検・整備要領の妥当性及び不具合発生時

の対応の妥当性等について評価を行う。

５．評価の公表

（１）国土交通大臣は、ＮＯｘ・ＰＭ低減装置について４の評価を行った結果、適当で

あると認められたもの（以下「優良ＮＯｘ・ＰＭ低減装置」という。）について、

次に掲げる項目を公表する。

①低減装置の名称及び型式

②低減装置を取り付けることができる自動車の範囲

③低減装置の製作者等の名称

④低減装置の使用条件

（２）（１）の公表は、冊子、インターネット等により行う。

６．スケジュール

８ 月 中：公布

７．その他

（１）その他低減装置の品質の確保等に関する規定については、「粒子状物質低減装置

性能評価実施要領」（平成１４年国土交通省告示第１７号）に準ずるものとする。

（２）本評価制度において優良と評価されたＮＯｘ・ＰＭ低減装置を装着している自動

車については、自動車の検査において平成１４年１０月から施行される自動車ＮＯ

ｘ・ＰＭ法に基づく車種規制の基準に適合していると判定することとしている。


